
1

日本医師会の健康食品安全対策
について

～「健康食品安全情報システム」事業より～

日本医師会常任理事 石川 広 己

消費者委員会
（平成24年10月30日）

資料５

CO882989
長方形



2

日本医師会の健康食品安全対策について

いわゆる「健康食品」の安全性

情報収集
‒ 「健康食品安全情報システム」事業
• 約１６万５千人の日本医師会に協力を依頼

• 全国の病院、診療所をカバー

情報発信
‒ 国民・患者向け：ポスター、サイトなど
• 「健康食品」全般の注意喚起

• 個別の成分

‒ 医師向け
• 診療に役立つ情報の提供
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日本医師会の健康食品安全対策について

いわゆる「健康食品」の安全性 製品の「表示」
国民の方々に、次のような認識を持ってもらう注意喚起が重要。

‒ まずは、三度の食事をきちんとバランスよく食べること。通常、
必要な栄養分は日常の食生活から得られていること

‒ 健康食品は、くすりの代わりではないこと

‒ 健康食品にもリスクがあること
• 医薬品の成分を含んでいるものも多い。

• 効果を期待して摂り過ぎたりすると、危険性も増す。

• 服用している医薬品との相互作用で、思わぬ健康被害が発生。

• 「食品だから安心」、「天然成分だから安全」は誤解。天然成分由来の健
康食品でも、アレルギー症状や医薬品と相互作用を起こすものがある。

• 特に、病人、子ども、妊産婦、高齢者、アレルギー体質の方は、要注意。

‒ 体に不調を感じたら、すぐに、かかりつけの医師にご相談を！

‒ 医師に、健康食品を摂っていることをきちんと伝えること
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日本医師会のいわゆる「健康食品」の安全対策

• 「食品安全に関する情報システム」モデル事業
の実施（平成１８～２１年度）

• 「健康食品安全情報システム」事業の実施（平成
２３年度～）

• 健康食品に関する国民向けポスター等の制作
• 厚生労働科学研究「健康食品における安全性確保を目
的とした基準等作成のための行政的研究」への参加
（平成２０・２１年度）

• 書籍「健康食品のすべて」等の監修

• ＷＥＢ版「健康食品のすべて」ナチュラルメディシン・
データベースの無償閲覧（日本医師会員のみ）

• パンフレット「健康食品による健康被害の未然防止と拡
大防止に向けて」の作成、配付
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医療提供者の立場から見た健康食品の問題点

• 副作用、アレルギー等
‒ 健康の保持等に効果のある成分（未知の成分含む）を濃縮して含有

‒ 医薬品成分の含有（医薬品にしか使用が認められていない場合、国

内未承認の成分の場合を含む）

• 医薬品との相互作用
‒ 患者が健康食品を摂取していることを伏せている場合は、相互作用の

把握、原因究明に、遅れが出る

• 国民・患者の多種摂取、過剰摂取
‒ 多くの種類の健康食品を、一度に摂取

‒ 用量を大幅に超えた摂取

• 過大な宣伝方法
‒ 「がんが治る」などの宣伝を信じた場合は、適切な時期に、医師の診

療を受けるチャンスを逸失するおそれ

• 医師における健康食品の有害性等に関する情報不足

• 医師が、患者の健康食品の摂取状況を把握できていない
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日本医師会

「健康食品安全情報システム」事業（平成２３年度～）

都道府県医師会

全ての
日本医師会員

委員会にて判定

診療の現場から
情報を集め、

資料をつくって、
診療の現場に
フィードバック。

同時に、診療に
役立つ健康食品の

資料、データベースを提供
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「健康食品安全情報システム」事業（平成２３年度～）、「食品安全に関
する情報システム」モデル事業（平成１８～２１年度）の結果

緊急性

総計その他
（軽症）

局所的
症状

全身的
症状

重大な症
状

死亡

真
正
性

無記入 1 1 2

1.関連なし 2 2

2.不明 9 1 2 12

3.医学的に疑い 13 6 3 1 23

4.医学的に推定 1 5 7 4 17

5.医学的検証済 2 2

総計 25 13 13 7 0 58

１７件
（29.3％）

エビデンスが「医学的に疑い」以上で、かつ、重篤度も「全身的症
状」以上と、比較的重要性の高い事例は、全体の約３割。
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「健康食品安全情報システム」事業（平成２３年度～）、「食品安全に関
する情報システム」モデル事業（平成１８～２１年度）の結果

性別
食品の
過剰摂
取

アレル
ギー

有害成
分含有

医薬品
との相
互作用

食品依
存によ
る中断

その他 総計

1.男性 6 6 1 5 18

2.女性 6 9 17 6 1 8 47

3.不明 2 1 1 4

総計 6 17 24 7 1 14 69

※複数回答。N=58

• 症状と食品との関連性を見ると、アレルギーが２９．３％、有害成分含有が４１．
４％を占めている。

• 「食品の過剰摂取」の指摘は比較的少ないが、一人で１８製品を摂取していた
例が１件あった。
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「健康食品安全情報システム」事業（平成２３年度～）、「食品安全に関
する情報システム」モデル事業（平成１８～２１年度）の結果

0

5

10

15

20

25

30

35

40

ダイエット美容 健康の保持増進 疾病の予防 治療 その他

1.男性 2.女性 3.不明 ※複数回答 N=58

• ６０．３％の事例が、「健康の保持増進」を目的として、健康食品を摂取してい
た。また、「疾病の予防」、「治療」が１２．０％であった。

• そのような目的で摂取する健康食品は、医薬品の成分を使用している場合も
多いとみられ、健康被害の発生リスクが比較的高いと推察される。
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「健康食品安全情報システム」事業（平成２３年度～）、「食品安全に関
する情報システム」モデル事業（平成１８～２１年度）の結果
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店頭購入 （ネット）通販 訪問販売 個人輸入 その他

1.男性 2.女性 3.不明 ※複数回答 N=58

• 健康食品の購入方法では、「店頭購入」 が２７．６％、「ネットを含む通信販売
が２５．９％であった。

• 薬局や薬剤師による購入者への説明、啓発が、必要である。
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「健康食品安全情報システム」事業（平成２３年度～）、「食品安全に関
する情報システム」モデル事業（平成１８～２１年度）の結果

無回答
患者が
自発的
に相談

問診で
患者の
症状で

その他 総計

かかりつけ医
では無い

4 6 2 12

かかりつけ医 16 11 12 7 46

総計 4 16 17 14 7 58

• 患者と医師との関係をみると、当該患者のかかりつけの医師であった事例は
７７．６％と多くを占めた。

• 患者が健康食品を摂取していることを知ったきっかけを見ると、「患者が自発
的に相談したので」が１６件で、２７．６％であった。

• また、「問診で」は、１７件で、２９．３％であった。

健康食品を摂取してい
ることを、医師に告げる
よう啓発が必要

問診票などで、「健康食品を摂取
していますか？」といった設問を
することも重要
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「健康食品安全情報システム」事業の結果より・・・情報の発信

• 地域医師会・医師会員への情報提供、注意喚起
• 厚生労働省等への連絡

次のような課題
１）エビデンスの蓄積が不足
２）風評被害等の法的リスクの存在
３）多くの成分を含有している場合は、原因成分の特定が困難

４）健康被害の主たる要因が、健康食品そのものではなく、患者の過剰摂
取である可能性が高い

特定の製品・業者を非難・排除するのではなく、健康被害を
もたらす成分や、健康食品との付き合い方について、国民や
医師への啓発を行い、被害の発生防止を行うことが重要
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「健康食品安全情報システム」事業

情報の発信

①健康食品にもリスクがあるこ

とを認識

②かかりつけ医を持ってもらい、

健康食品を摂取していて何ら

かの不調を感じたら相談、受

診

③医師に、健康食品を摂取して

いることをきちんと告げる

日本医師会ホームページ
でも、同様のよびかけ

http://www.med.or.jp/people/info/knkshoku/



14

「健康食品安全情報システム」事業

情報の発信

 健康被害が疑われた情
報の中から、比較的エビ

デンスが蓄積されており、

問題事例もあった「ウコ

ン」を取り上げた。

 「国民向け」と「医師会員
向け」の２種類のポス

ターを制作

国民向け
ポスター
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「健康食品安全情報システム」事業

情報の発信

 健康被害が疑われた情
報の中から、比較的エビ

デンスが蓄積されており、

問題事例もあった「ウコ

ン」を取り上げた。

 「国民向け」と「医師会員
向け」の２種類のポス

ターを制作

医師会員向け
ポスター



16

「健康食品安全情報システム」事業のこれから

• 平成２３年度は、「東日本大震災」の直後に実施したこ
ともあってPRが不足し、情報提供件数は、８件にとど
まった。

• 平成２４年度は、「日本医師会雑誌」１１月号により、
すべての会員に、改めて協力を依頼する予定。

• 日本薬剤師会、日本栄養士会とも連携して、事業の
活性化に努める。

• 事業の結果を踏まえ、今後も、国民向けのポスター、
会員向けの情報提供などを制作、発信していく。
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日本医師会のご紹介・・・
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日本医師会とは？
日本医師会は、１９１６年に北里柴三郎博士（初
代会長）らによって設立された、医師の医療活動
を支援する、民間の学術団体です。

各種の調査・研究や国際交流などを通じて、こ
れからの医療のあり方を考え、より働きやすい医
療環境づくりと国民医療の推進に努めています。
○日本医師会の目的

［定款第４条］

本会は，医道の高揚，医学及び医術の発達並びに公衆衛生の向上を図り，
もって社会福祉を増進することを目的とする．

※北里柴三郎博士
医学者（1853－1931）。熊本医学校、東京大学医科大学を卒業後、内務省衛生局に勤務。ドイツに留学し、明
治19年(1886)よりコッホに師事、22年(1889)に世界初の破傷風菌培養に成功した。25年(1892)帰国後は伝染病
研究所長を務めた。研究所の文部省移管に反対して辞職、大正4年(1915)北里研究所を設立し、6年(1917）には
慶応義塾大学医学科創設に尽力した。
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郡市区等医師会（889）

都道府県医師会（47）

日本医師会

《うち、大学医師会（60）、その他（13）》

日本医師会会員数
165,745人（H23.12.1現在）

内 開業医 84,304人
勤務医他 81,441人

日本の医師総数
（約29万人）のう
ち約56％が加入

医師会三層構造と会員数
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医師（会員）

郡市区医師会

都道府県医師会

日本医師会

地域・国民

市区町村

都道府県

国・厚生労働省

診療

行政各種会議
への参画

医療政策の提案
要望書提出

予防接種等地域の
医療政策への協力

入会
診療支援
生涯教育

地域の医療・保健・
福祉の向上に寄与

行政のカウンターパートナーとしての医師会
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東日本大震災での日本医師会の主な対応

• 日本医師会災害医療チーム（JMAT）の派遣
–被災地の医療支援、保健衛生

• 仮設診療所の設置
• 医薬品の被災地への輸送
• 検案担当医の派遣
• 医療関係団体の力を結集した「被災者健康
支援連絡協議会」の立ち上げ

• 義援金の募集
• 福島原発事故への対策
• 電力不足問題への対応
• 医療機関の復興への予算要望活動 など
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ご清聴ありがとうございました。

日本医師会








